
酒類の公正な取引に関する基準の取扱い 

平成 29年３月 31日 

（法令解釈通達） 

最終改正：令和４年３月 31 日 

 

１ 取引基準２（公正な取引の基準）について 

 ⑴ 酒類製造業者又は酒類販売業者（以下「酒類業者」という。）は、①正当な理由なく、酒類を当該酒

類に係る売上原価の額と販売費及び一般管理費の額との合計額（以下「総販売原価」という。）を下回

る価格で継続して販売すること、及び、②自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼ

すおそれがある取引をすることのいずれにも該当する行為を行ってはならない。 

   なお、①及び②のいずれか一方の行為のみでは取引基準２に違反することにはならないが、この場

合であっても、正当な理由なく、酒類を総販売原価を下回る価格で販売することや、取引先に対して

合理的な理由なくその取引価格等について、差別的な取扱いをすること等は、「酒類に関する公正な取

引のための指針（平成 18年８月）」に則していない取引に該当する。 

 ⑵ 総販売原価のうち、酒類に係る販売費及び一般管理費の額については、それぞれの酒類の販売ごと

に直接又は間接的に要した販売費及び一般管理費の額を積算して算出する。ただし、取り扱う酒類の

銘柄等ごとで販売に要する費用の額が著しく異なる場合を除き、一定の月、年又は年度等の期間にお

ける酒類に係る販売費及び一般管理費の額の酒類の売上高に対する割合を算出し、この割合を用いて

販売費及び一般管理費の額を算出するなど、合理的な方法を用いていると認められる場合には、これ

を酒類に係る販売費及び一般管理費の額として差し支えない。 

 ⑶ 酒類を総販売原価を下回る価格で販売する場合における「正当な理由」に関し、例えば、次に掲げ

る酒類について、通常の価格では販売することが困難であると認められる場合であって、相応の低い

価格を設定せざるを得ず、結果として総販売原価を下回る価格で販売する場合には「正当な理由」が

あると認められる。 

  イ 季節限定商品などで通常その販売が見込まれる時期を過ぎたもの 

  ロ 賞味期限までの期間が短いもの 

  ハ ラベルや容器等に損傷等があるもの 等 

 ⑷ 「継続して販売する」とは、相当期間にわたって繰り返して販売することをいい、毎日継続して販

売することや酒類について同一の銘柄等を販売することを必ずしも要しない。 

   なお、毎週・毎月又は隔週・隔月で、週末や特定の日等に限って、商品・銘柄等を変えて販売する

場合であっても、これを一連の販売行為としてとらえ、当該販売行為が繰り返して行われていると認

められる場合は、「継続して販売する」に該当する。 

 ⑸ 「自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある」かどうかについては、

次の事項を総合的に考慮して判定するものとする。 

  イ 酒類の総販売原価割れ販売（以下「廉売」という。）を行っている酒類業者（以下この項において

「廉売業者」という。）の酒類の公正取引に係る過去の改善指導の状況及びその後の具体的な改善状

況等 

  ロ 廉売業者の酒類事業の規模（酒類の販売数量、売上高、販売地域におけるシェアなど） 

   （注）「酒類事業の規模」は、廉売業者の商圏に応じて、都道府県や市区町村又は税務署管轄区域な



どの単位で判断する。 

ハ 廉売業者の廉売の態様（総販売原価割れの程度の大きさ、廉売の数量の多寡、廉売の期間の長さ、

廉売の頻度、廉売の対象銘柄数の多寡、当該廉売業者における廉売対象酒類の通常の販売価格との

価格差、廉売商品の特性など） 

  ニ 廉売商品を目玉商品（おとり商品）とした広告の展開状況（チラシや電子メール等による広告の

配布・配信件数など） 

  ホ 廉売業者の酒類事業に対する廉売の影響（酒類事業又は廉売対象若しくはこれに類する酒類の売

上高の減少や利益率の低下など） 

  へ 周辺の酒類業者の酒類事業に対する廉売の影響（周辺の酒類業者の酒類事業又は廉売対象若しく

はこれに類する酒類の売上高の減少や利益率の低下、酒類の販売数量の減少、販売地域におけるシ

ェアの低下、廉売業者の行った廉売に対抗するために周辺の酒類業者が行う廉売の状況など） 

   （注）「周辺の酒類業者」とは、廉売業者の商圏に応じて、都道府県や市区町村又は税務署管轄区域

などの単位で域内の酒類業者（製造・卸・小売を問わない。）のうち、廉売の影響を受けている

と考えられる酒類業者をいう。なお、必要に応じて、廉売業者の販売場の態様（都心型か郊外

型か）、販売の態様（店頭販売のみか通信販売を行っているか又は業務用販売か家庭向け販売か）、

チラシ広告の配布地域などを考慮して、廉売の影響を判断する。 

 

２ 取引基準３及び取引基準４（売上原価の算定方法）について 

 ⑴ 酒類の売上原価の額は、酒類の銘柄等の製造又は仕入れごとに算定するものとし、酒類業者が取り

扱う酒類全て又はビールや発泡酒といった酒類の品目ごとに合算して算定しないものとする。 

 ⑵ 酒類製造業者又は酒類卸売業者が酒類業者に支払うリベートは、酒類の売上原価の額の算定に当た

り、原則として次の要件を全て満たすリベートに限り、当該酒類の仕入れに係る値引きとみなすもの

とする。 

  イ リベートに関する基準が明確に定められていること 

  ロ 当該基準が取引の相手方に事前に示されていること 

   （注）「当該基準が取引の相手方に事前に示されていること」とは、当該基準の内容が取引の相手方

に対して、実際の販売に先立って書面等で示される必要があるほか、当該取引の相手方を対象

とするリベートについては、その全体像が示される必要がある。 

  ハ 対象酒類の仕入れと密接に関連するリベートであること 

  ニ リベートの支払者において取引基準６の販売価格の算出上、控除した値引きの額である旨が書

面等により取引の相手方に伝達されていること 

（注）「書面等により取引の相手方に伝達」とは、契約書、納品書、請求書等の書面又は電磁的記録

等において、リベートの対象となる酒類の銘柄、取引年月日、数量、それぞれの酒類ごとの値

引きの額及びその合計額を明示して、取引の相手方に伝達されることをいう。 

 ⑶ ⑵に照らして、リベートのうち、次のようなものについては、酒類業者の実質的仕入価格の判断に

おいて、当該酒類の仕入れに係る値引きとはみなさない。 

  イ 年度末等に事後的に額が判明するリベート 

   （注）事後的に額が判明する場合であっても、取引期間中の販売状況や過去の販売実績等から当該

リベートの受取りが見込まれる場合には、当該期間中の販売に対応する額を上限に、仕入れに



係る値引きとみなして差し支えない。 

  ロ 裁量的に支払われるリベート 

  ハ 酒類の仕入れの際に添付される他の商品（食料品、仕入れに係る酒類以外の酒類等） 

  ニ 広告費や販売活動の補助として支払われるチラシ協賛金、出店協賛金等 

  ホ 取引の一方の当事者の認識がないまま取引の当事者以外の者から他方の当事者に支払われるもの 

 

３ 取引基準５（費用配賦の方法）について 

 ⑴ 酒類事業と他の事業に共通する費用の配賦に係る「当該酒類業者が選択した合理的な配賦方法」と

は、各事業ごとの売上高比、仕入高比、売場面積比、作業従事時間数比など、酒類業者が事業の実情

に即した合理的な理由に基づく配賦方法を用いていると認められる場合における当該配賦方法をいい、

「その算出根拠が明らかにされている場合」とは、客観的な資料に基づき、当該配賦方法の選択の合

理性の具体的な根拠が示され、かつ、計算過程が明らかにされている場合をいう。 

   なお、取引基準４に照らして、仕入れに係る値引きとみなすことができないリベートについては、

酒類の販売に係る販売費及び一般管理費からも控除できないことに留意する。 

   また、当該酒類業者が通常用いる会計処理の方法と異なる方法による場合であっても、その理由に

合理性がある場合には、その配賦方法を用いることとして差し支えない（(2)において同じ。）。 

 ⑵ 複数の酒類の銘柄等に共通する費用（これらの酒類に係る広告宣伝費、倉庫費、センターフィー、

運送費や本社部門の人件費や通信費など）である販売費及び一般管理費等については、酒類の銘柄等

ごとの売上高比や仕入高比、売場面積比、作業従事時間数比など、酒類業者が事業の実情に即した合

理的な理由に基づく配賦方法により配賦を行った上で、それぞれの酒類の総販売原価を算定する。 

   なお、当該酒類業者が事業の実情に即した合理的な理由に基づく配賦方法により配賦を行っている

と認められない場合又は⑴の「その算出根拠が明らかにされている場合」に該当しない場合には、売

上高比により配賦を行う。 

 ⑶ 研究開発費や酒類製造業者が料理飲食店に支払う契約料など、一括して計上される費用については、

酒類業者が事業の実情に即して合理的な期間において当該費用を回収することとしていると認められ

る場合には、当該期間にわたって費用の配賦を行った上で、総販売原価を算定する。 

 

４ 取引基準６（販売価格の算定方法）について 

  酒類業者が、酒類の販売につき行う値引きに類する行為とは、販売価格の実質的な値引きと判断され

る行為をいう。 

 （例） 

   酒類小売業者が、酒類を販売する際に、販売価格の一部又は全部の減額に充当できるポイント等を

提供する場合であって、当該ポイント等の提供が値引きと同等の機能を有すると認められる場合にお

ける当該ポイント等の提供 

   なお、当該ポイント等の提供が値引きと同等の機能を有するかどうかについては、①ポイント等を

利用する消費者の割合、②ポイント等の提供条件（購入額の多寡に関わらず提供されるものか、一定

金額の購入を条件として提供されるものか等）、③ポイント等の利用条件（ポイント等が利用可能とな

るタイミング、ポイント等の有効期限、利用に当たっての最低ポイント等の設定の有無等）といった

要素を勘案し判断される。 



 

５ 取引基準７（指示）について 

 ⑴ 法第 86条の３第４項に規定する「公正な取引の基準を遵守すべき旨の指示」に当たっては、具体的

な指示事項やその履行までの期間等について、当該指示の対象となる酒類業者の事業規模や取引の相

手方との関係、取引条件など、事業や取引の実態を十分に踏まえるものとする。 

 ⑵ 指示に従わない酒類業者について、法第 86条の３第５項の規定に基づき公表を行う場合は、問題取

引の内容及びこれに対する指示の内容について、可能な限り具体的に公表することとし、他の酒類業

者において同様の取引が行われないよう注意を促すものとする。 

 

６ 取引基準８（命令）について 

 ⑴ 法第 86条の４に規定する「酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると

認めるとき」とは、酒類業者が、総販売原価を著しく下回る価格で継続して販売し、自己又は他の酒

類業者の酒類事業の収支が悪化するなど、その経営内容に悪影響が生じている事実が客観的に認めら

れ、当該事態が継続すれば、将来的に酒類の円滑な取引の運行が阻害され、ひいては酒税の保全に影

響を及ぼすおそれが大きいと認めるときをいう。 

 ⑵ ５⑴は、法第 86条の４の規定による命令をする場合において準用する。 

 

７ 取引基準９（質問検査権）について 

  法第 91条に規定する「酒類製造業者」又は「酒類販売業者」には、調査対象である酒類業者のほか当

該対象者以外の酒類業者が、「その事業に関して関係のある事業者」には、当該酒類業者の持株会社や取

引のある金融機関、運送業者、料理飲食店などが含まれる。 

  なお、取引基準２に規定する「他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある」か

どうかを判断するために同条の質問検査権を行使する場合は、その判断のために必要な限度において行

うものとする。 

 

８ 取引基準 10（公正取引委員会との連携）について 

 ⑴ 法第 94条第３項の規定により、公正取引委員会から報告を受ける場合は、問題取引に係る事実認定

の内容等について、公正取引委員会と十分な情報共有と協議を行った上で、適当な措置を講ずるもの

とする。 

 ⑵ 法第 94条第４項の規定により、公正取引委員会に報告をする場合は、問題取引に係る事実認定の内

容等について、公正取引委員会と十分な情報共有と協議を行った上で、適当な措置を講ずることを求

めるものとする。 



別紙２ 

新 旧 対 照 表 

（注）アンダーラインを付した部分は改正部分である。 

改  正  後 改  正  前 

別冊 

酒類の公正な取引に関する基準の取扱い 

 

１ （省略） 

２ 取引基準３及び取引基準４（売上原価の算定方

法）について 

 ⑴ 酒類の売上原価の額は、酒類の銘柄等の製造又

は仕入れごとに算定するものとし、酒類業者が取

り扱う酒類全て又はビールや発泡酒といった酒類

の品目ごとに合算して算定しないものとする。 

 ⑵ 酒類製造業者又は酒類卸売業者が酒類業者に支

払うリベートは、酒類の売上原価の額の算定に当

たり、原則として次の要件を全て満たすリベート

に限り、当該酒類の仕入れに係る値引きとみなす

ものとする。 

  イ リベートに関する基準が明確に定められてい

ること 

  ロ 当該基準が取引の相手方に事前に示されてい

ること 

   （注）「当該基準が取引の相手方に事前に示さ

れていること」とは、当該基準の内容が取

引の相手方に対して、実際の販売に先立っ

て書面等で示される必要があるほか、当該

取引の相手方を対象とするリベートについ

ては、その全体像が示される必要がある。 

  ハ 対象酒類の仕入れと密接に関連するリベート

であること 

  ニ リベートの支払者において取引基準６の販売

価格の算出上、控除した値引きの額である旨

が書面等により取引の相手方に伝達されてい

ること 

（注）「書面等により取引の相手方に伝達」と

は、契約書、納品書、請求書等の書面又は

電磁的記録等において、リベートの対象と

なる酒類の銘柄、取引年月日、数量、それ

ぞれの酒類ごとの値引きの額及びその合計

額を明示して、取引の相手方に伝達される

別冊 

酒類の公正な取引に関する基準の取扱い 

 

１ （同左） 

２ 取引基準３及び取引基準４（売上原価の算定方

法）について 

 ⑴ 酒類の売上原価の額は、酒類の銘柄等の製造又

は仕入れごとに算定するものとし、酒類業者が取

り扱う酒類全て又はビールや発泡酒といった酒類

の品目ごとに合算して算定しないものとする。 

 ⑵ 酒類製造業者又は酒類卸売業者が酒類業者に支

払うリベートは、酒類の売上原価の額の算定に当

たり、原則として次の要件を全て満たすリベート

に限り、当該酒類の仕入れに係る値引きとみなす

ものとする。 

  イ リベートに関する基準が明確に定められてい

ること 

  ロ 当該基準が取引の相手方に事前に示されてい

ること 

   （注）「当該基準が取引の相手方に事前に示さ

れていること」とは、当該基準の内容が取

引の相手方に対して、実際の販売に先立っ

て書面等で示される必要があるほか、当該

取引の相手方を対象とするリベートについ

ては、その全体像が示される必要がある。 

  ハ 対象酒類の仕入れと密接に関連するリベート

であること 

  （新設） 
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改  正  後 改  正  前 

ことをいう。 

 ⑶ ⑵に照らしてリベートのうち、次のようなも

のについては、酒類業者の実質的仕入価格の判

断において、当該酒類の仕入れに係る値引きと

はみなさない。 

イ 年度末等に事後的に額が判明するリベート 

   （注）事後的に額が判明する場合であって

も、取引期間中の販売状況や過去の販売

実績等から当該リベートの受取りが見込

まれる場合には、当該期間中の販売に対

応する額を上限に、仕入れに係る値引き

とみなして差し支えない。 

ロ 裁量的に支払われるリベート 

ハ 酒類の仕入れの際に添付される他の商品

（食料品、仕入れに係る酒類以外の酒類等） 

ニ 広告費や販売活動の補助として支払われる

チラシ協賛金、出店協賛金等 

  ホ 取引の一方の当事者の認識がないまま取引

の当事者以外の者から他方の当事者に支払わ

れるもの 

３ 取引基準５（費用配賦の方法）について 

 ⑴ 酒類事業と他の事業に共通する費用の配賦に係

る「当該酒類業者が選択した合理的な配賦方法」

とは、各事業ごとの売上高比、仕入高比、売場面

積比、作業従事時間数比など、酒類業者が事業の

実情に即した合理的な理由に基づく配賦方法を用

いていると認められる場合における当該配賦方法

をいい、「その算出根拠が明らかにされている場

合」とは、客観的な資料に基づき、当該配賦方法

の選択の合理性の具体的な根拠が示され、かつ、

計算過程が明らかにされている場合をいう。 

   なお、取引基準４に照らして、仕入れに係る値

引きとみなすことができないリベートについて

は、酒類の販売に係る販売費及び一般管理費から

も控除できないことに留意する。 

   また、当該酒類業者が通常用いる会計処理の方

法と異なる方法による場合であっても、その理由

に合理性がある場合には、その配賦方法を用いる

こととして差し支えない(⑵において同じ。）。 

 

 ⑶ ⑵に照らしてリベートのうち、次のようなも

のについては、酒類業者の実質的仕入価格の判

断において、当該酒類の仕入れに係る値引きと

はみなさない。 

イ 年度末等に事後的に額が判明するリベート 

   （注）事後的に額が判明する場合であって

も、取引期間中の販売状況や過去の販売

実績等から当該リベートの受取りが見込

まれる場合には、当該期間中の販売に対

応する額を上限に、仕入れに係る値引き

とみなして差し支えない。 

ロ 裁量的に支払われるリベート 

ハ 酒類の仕入れの際に添付される他の商品

（食料品、仕入れに係る酒類以外の酒類等） 

ニ 広告費や販売活動の補助として支払われる

チラシ協賛金、出店協賛金等 

  ホ 取引の一方の当事者の認識がないまま取引

の当事者以外の者から他方の当事者に支払わ

れるもの 

３ 取引基準５（費用配賦の方法）について 

 ⑴ 酒類事業と他の事業に共通する費用の配賦に係

る「当該酒類業者が選択した合理的な配賦方法」

とは、各事業ごとの売上高比、仕入高比、売場面

積比、作業従事時間数比など、酒類業者が事業の

実情に即した合理的な理由に基づく配賦方法を用

いていると認められる場合における当該配賦方法

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

   なお、当該酒類業者が通常用いる会計処理の方

法と異なる方法による場合であっても、その理由

に合理性がある場合には、その配賦方法を用いる

こととして差し支えない(⑵において同じ。）。 



別紙２ 

改  正  後 改  正  前 

 ⑵ 複数の酒類の銘柄等に共通する費用（これらの

酒類に係る広告宣伝費、倉庫費、センターフィ

ー、運送費や本社部門の人件費や通信費など）で

ある販売費及び一般管理費等については、酒類の

銘柄等ごとの売上高比や仕入高比、売場面積比、

作業従事時間数比など、酒類業者が事業の実情に

即した合理的な理由に基づく配賦方法により配賦

を行った上で、それぞれの酒類の総販売原価を算

定する。 

   なお、当該酒類業者が事業の実情に即した合理

的な理由に基づく配賦方法により配賦を行ってい

ると認められない場合又は⑴の「その算出根拠が

明らかにされている場合」に該当しない場合に

は、売上高比により配賦を行う。 

⑶ （省略） 

４～８ （省略）  

 ⑵ 複数の酒類の銘柄等に共通する費用（これらの

酒類に係る広告宣伝費、倉庫費、センターフィ

ー、運送費や本社部門の人件費や通信費など）で

ある販売費及び一般管理費等については、酒類の

銘柄等ごとの売上高比や仕入高比、売場面積比、

作業従事時間数比など、酒類業者が事業の実情に

即した合理的な理由に基づく配賦方法により配賦

を行った上で、それぞれの酒類の総販売原価を算

定する。 

 

 

 

 

 

 ⑶ （同左）  

４～８ （同左） 

 

 

 

 


